
 

中土佐町権利擁護支援センターだより 

～成年後見制度講演会を開催しました！～ 
 

 

8月 26日（日）に、髙野亜紀弁護士による「成年後見制度講演会」を開催し

ました。 

 

● 成年後見制度は本人の権利を守る為、法律的に支援する制度であること 

● 本人の判断能力によって後見人等の権限が異なること 

● 後見人の役割の一つである身上監護と扶養義務の違い 

● 利用する場合の手続き 

● 誰もが気になる費用 などなど、制度のことを詳しくご説明いただきました。 

 

参加者からは、『どのような場合に利用すると良いのか、後見人はどのような

対応が出来るのか事例を聞けてわかりやすかった。』『身近にもあてはまること

があったので参考にしたい。』との感想が寄せられました。 

権利擁護支援センターでは、成年後見制度や金銭管理などについて来所・お

電話・訪問によるご相談やご質問を受け付けています。お気軽にお問い合わせ

ください。 


